
競技力や技能を

高められる 

多様な活動が 

体験できる 

専門的で質の高い

指導が受けられる 

長野県における公立中学校等の休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への 

移行に向けた基本的な考え方 

スポーツ課・学びの改革支援課 
１ 部活動改革の背景と方向性 

 
 
 
 
 
 
２ 部活動改革の目指す姿 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

※ 地域連携：外部人材である部活動指導員の活用、拠点校方式による合同部活動 

 

 

               

         

 

 

３ 部活動改革の基本的な考え方 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 高等学校における部活動は、「長野県高等学校の運動部活動方針」及び「長野県高等学校の文化部活動方針」に則り、

各学校において中学校教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて多様な教育が行われていることを踏まえ、生徒に

とって望ましいスポーツ環境を構築する観点に立ち、公立中学校における移行の状況を検証し、将来的に部活動の地域連

携や地域移行の推進を検討 

部活動の意義 

〇生徒の責任感・連帯感を涵養 
〇自己肯定感の向上 等 

部活動の課題 

〇生徒数の減少により、部活動の維持が困難 
〇休日の指導など、教員にとって負担 

目的に応じて気軽

に参加できる 

持続可能なスポーツ・文化芸術活動と教員の負担軽減の両方の実現 

一人一人の違いに

応じた課題設定や
挑戦ができる 

◇ 生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域における持続可能で多様な環境を一体的

に整備し、将来にわたって子どもたちがスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことが

できる機会を確保。 

◇ 学校部活動は平日のみとし、休日の部活動は原則行わない。（中体連主催大会等へ

学校単位での参加を除く。）なお、平日の学校部活動は可能な限り地域連携や地域クラ

ブ活動への移行を進める。 

◇ 教員の働き方の改革を推進。 

（教員が休日の部活動に携わらない。希望する教員は兼職兼業の届により指導） 

自分に合った活動が 

楽しめる 

〇 休日に行われる地域クラブ活動は、活動を希望する生徒の自主的な活動 

・休日に活動を希望する生徒は、地域での新たな活動としてクラブ等に所属するなど、自由に選択して活動 

〇 地域の合意形成、条件整備が整ったところから、随時、地域クラブ活動へ移行 

・直ちに地域クラブ活動へ移行することが困難な場合は、学校部活動の地域連携として部活動指導員の活用、合同部

活動（拠点校）を導入し、機会を確保 

・令和５年度から令和７年度までの３年間は、改革推進期間とし、市町村の取組を支援 

〇 地域クラブ活動においても、「長野県中学生期のスポーツ活動指針」「長野県中学校文化部活動 

方針」に沿った活動が行われること 

〇 平日の部活動の地域クラブ活動への移行は、休日の部活動の地域クラブ活動への移行や地域連

携の状況を令和７年度末に評価・検証し改革を推進 
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４ 部活動改革における国・県・市町村の役割分担 

 

国の役割  …改革の方向性の提示、制度設計、共通課題への財政支援を含めた市町村支援等 

 

 〇国の総合的ガイドラインの改訂 

 〇学校教育（学習指導要領）における部活動の位置づけの明確化 

 〇部活動改革（部活動の地域クラブ活動への移行）の方向性、目指す姿の提示 

 〇共通課題への財政支援 

・運営団体支援、指導者配置等の補助制度の創設（国 1/3、県 1/3、市町村 1/3） 

・スポーツ振興くじ（toto）助成の拡大を含めた財源確保等 

 〇全国レベルでの地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

  ・全国大会の参加条件等の見直し（日本中学校体育連盟・競技団体への働きかけ）等 

  ・日本スポーツ協会と連携した地域移行を受入れる競技団体への支援 

  ・保険制度の充実（公益財団法人スポーツ安全協会への働きかけ（掛金据置･補償額アップ）） 

 〇教員の兼職兼業制度の整備・運用例の提示 

〇情報提供（実践・実証事業の実施（県委託）、全国の先進事例等） 

 
県の役割  …県としての改革の方向性の提示、共通課題への財政支援を含めた市町村支援 

 

 〇「県スポーツ活動指針」「県文化部活動方針」の改定 

 〇本県における部活動の位置づけの明確化 

 〇県として部活動改革（部活動の地域クラブ活動への移行）の方向性、目指す姿の提示 

（国が示さないこと） 

 〇共通課題への財政支援 

・運営団体支援、指導者配置等の補助制度の創設（国 1/3、県 1/3、市町村 1/3） 

 〇県レベルでの地域クラブ活動への移行に向けた環境整備（運営団体協力、指導者確保等） 

  ・大会の見直し（県中学校体育連盟・競技団体・県中学校吹奏楽連盟等への働きかけ）等 

 ・地域スポーツ・芸術文化団体（総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、競技団体、プロス

ポーツ団体、アマチュア合唱団や吹奏楽団等）への運営団体協力・指導者確保等の働きかけ 

 ・関係団体（校長会、市町村教委連絡協議会、ＰＴＡ連合会等）への地域クラブ活動への理解促進

等の働きかけ 

○指導者の確保と質の保障に向けた対策（日本スポーツ協会の公認指導者、教員の兼職兼業希望者等

の把握と情報提供、企業・大学等と連携した新規開拓、地域指導者を対象とした研修会の開催や研

修コンテンツの作成等） 

〇情報提供（国発信情報の提供、全国の先進事例、県内状況の把握、実践・実証事業を踏まえた課題

等各種会議での説明・意見交換等） 

 〇教員の兼職兼業の運用例の提示  

 

市町村の役割  …地域のスポーツ・文化芸術環境の構築、地域の実情に応じた支援策の実施 
 

〇学校、地域、地域スポーツ関係団体等との合意形成、連携 

〇関係者による協議会の設置 

〇運営団体の運営等 

〇指導者の確保と質の保障に向けた対策等 

 〇生徒・保護者への地域の実情に応じた財政支援等 
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５ 今後の進め方等 

（１） 「長野県地域スポーツ・文化芸術活動推進連絡協議会」（仮称）の開催 

  ア 目的  

学校部活動の地域クラブ活動への移行について、関係団体により長野県における進め方や地域

のスポーツ・文化芸術活動の在り方を検討する。 

イ 構成 

スポーツ・文化芸

術活動関係団体 

県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会・県スポーツ少年団 

県スポーツ推進委員協議会・県スポーツ協会 

県文化振興事業団（アーツカウンシル推進室）・県芸術文化協会 

教育関係団体 小学校長会・中学校長会 

市町村教育委員会連絡協議会・県 PTA 連合会 

県中学校体育連盟・県中学校吹奏楽連盟・県音楽教育学会 

学識経験者（県内大学） 

市町村関係 市長会・町村会 

実践研究校所在市町村（教育委員会） 

 （長野市 飯島町 南牧村 麻績村） 

県関係課 教育委員会・企画振興部地域振興課・県民文化部文化政策課  

ウ 協議・検討事項等 

 （ア）部活動改革の基本的な考え方（休日の部活動の活動方針）等について 

（イ）部活動を取り巻く現状・課題について 

 （ウ）地域クラブ活動の目指す姿について 

（エ）地域クラブ活動の体制構築のための課題・進め方について 

エ 開催スケジュール等 

 開催時期 協議・検討事項等 

第 1 回 令和５年  １月下旬 （ア）・（イ） 

第 2 回  〃    ５月中・下旬 （ウ） 

第 3 回  〃    ７月中・下旬 （エ） 

（２） 連絡協議会の検討・協議結果を踏まえた県の取組 

○ 県としての休日の部活動の在り方、地域クラブ活動への移行の進め方を決定 
○「長野県中学生期のスポーツ活動指針」「長野県中学校の文化部活動方針」（ガイドライン）の 

改定 

（３） 今後の進め方スケジュール（案） 
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令和４年度 理事会と県教委との懇談事項にかかわる質問・意見・要望まとめ 

協議題１ 「部活動の地域移行に関する諸課題について」 

意見(実情・課題)：上小圏域の実情と取組について  

要望：各市町村や各ブロックの考えや取組の実情を把握し、方向性を示して頂きたい 

［東御市］県教委は、「休日の部活動を地域移行した場合、学校管理下の教育活動ではない」といっ

ているが、上小圏域では、休日も 3校程が集まる部活動の合同練習であると受け止める共に、特

に、部員が足りずチームが組めない生徒を何とかしたいと考えている。 

現在、どの市町村も外部指導者の確保に苦しんでいる実態があり、移行期間の 3年間を含め、

少なくとも先生方に兼職兼業で、指導並びに練習計画を含めた運営、会場校の確保や開錠・施錠

に加わって頂かなければ全く活動にならないことは明白である。 

部活動として学校を練習会場とすれば、これまでと同様に、他校との練習試合であり、先生方

の部活動手当てや旅費、生徒の保険も賄うことができる。会場校は輪番制にするので、部活顧問

は、会場校でなければ休むことができ、先生方の働き方改革にも貢献できる。兼職兼業で指導に

当たる先生方は、指導日の空きを設けることで部活指導オフ対応とする。 

課題は自校の生徒以外の生徒も一緒に指導するという先生方の意識改革であり、先生方以外の

外部指導者の謝金である。生徒や保護者(受益者)に負担させるのかどうか国や県の動向を観た

い。 

※繰り返しの話題提供で恐縮だが、県教委では、各市町村や各ブロックの考えや今後の取組の聞

き取りをして頂き、方向性を示して頂きたいがどうか。 

意見・要望：生徒にとって不公平をなくすため、県教委が中心となり方向性を示していただきたい 

［上田市］中体連の大会・文化芸術関係の部活の大会が、今まで通り、県大会、北信越大会、全国大

会等々が設定されていると、部活動は高みを目指さざるを得ない状況が続くと考えられる。長野

県では、それぞれの市町村が移行計画を進めているが、地域移行が出来上がったときに、指導者

や財源に恵まれた市町村とそうでない市町村では不公平が生じる。県教育委員会が中心となって

基本的な地域移行の方向性を統一し、示していただきたい。県下の市町村の取り組みが生徒にと

って不公平感の無いものにするために関係者で熟議を重ねていく方向で検討していただきたい。 

  １１月９日「朝日新聞」の記事「山形県教育委員会は８日、部活動は平日のみとし、休日は原則

行わないとし、休日は希望者が地域のクラブに所属するなど、自由に選択するとした基本的な方

向性の案を運動部活動の地域移行に向けた検討委員会で示した。」休日の部活は原則行わないのも

選択肢の一つかと思う。 

意見・要望：県教委としての方針を示していただきたい 

［飯伊］部活動の地域移行についての県の考え方がはっきり示されていないと思います。10月 28日

の市町村教委連絡協議会では、「休日の部活動の段階的な地域移行について」というスポーツ課か

らのプリントが１枚提示されました。ここには、「市町村教育委員会へのお願い」とありました

が、これはどういう性格の文書だったのか。他課とも連絡調整の上で県教育委員会または教育長

名でこの機会に、どのようにして、どのような子どもを育てたいのか、県教委の方針をきちんと

出してもらいたいと思います。 

意見・要望：「改革集中期間」(R5～R7年度)のスケジュールの目安を示していただきたい 

［飯伊］地域移行は全県一斉、地域一斉に進めていかないと教育行政に対する信頼を失いかねない。

そこで、「改革集中期間」（令和５年～７年度）の段階的な取り組みやスケジュールについて、県
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から各市町村（地教委）へ目安が示され、ほぼ同一歩調で進めていく必要がある。そして、改革

の進捗状況に課題のある市町村（地教委）には積極的な助言・支援をお願いしたい。 

質問：部活動の完全地域移行に関する県としての方向について 

［中野市］本市では、休日の地域移行から徐々に進めていく方向である。しかし、近い将来の完全地

域移行を見据えて、新しい形での地域スポーツ・文化クラブ活動も模索していきたい。県として

の方向を伺いたい。 

質問・意見：部活動の地域移行の完成形（管理運営主体、財政根拠）はどのようなものか 

［飯伊］部活動の地域移行の完成形（管理運営主体、財政根拠）はどのようなものか。その姿がイメ

ージできなければ改革の手順が見通せない。また、途中で完成形が変更になると生徒・保護者も

含め混乱をまねくことが予想される。 

意見：「実現しようとする具体的な姿」に向け、「段階的な地域移行」にかかわる課題の検討を始め

ていくことが大事 

［伊那市］たいへん難しい課題です。そもそも、「休日の部活動の地域移行」という言葉について、

共通理解ができていないと、何を話しているか分からなくなってしまいます。 

山形県教委は、11月 8日、部活動は平日のみで休日は原則行わないとし、運動部活動の地域移

行に向けた委員会で示したとの記事が、「部活動の地域移行の方針に戸惑いも 県教委の検討委」

との見出しで載りました。（11/9 朝日新聞 DIGITAL） 

移行した後の活動は部活動なのかをはじめに明確にしておくことが大事と思ってきました。県

教委の従前からの資料（時期不明？）「休日の部活動の段階的な地域移行について」には、「学校

と地域が共に子どもを育てるという視点」「学校と地域が共同・融合した形での地域におけるスポ

ーツ・文化活動環境の整備を進めていきます」とされ、資料中の表では、休日の「責任所在」は

「学校」となっています。 

R4年の 9月に配付されたスポーツ課資料（上伊那では 9/29、県・市町村教委連絡会で配布）

で、多分、県教委からは、初めて「休日の部活動を地域に移行した場合学校管理下の教育活動で

はありません」と明記されました。昨年のこの会でも、「まずは、実現しようとする姿を具体的に

捉え、そこに向けた課題が整理され、これから何にどのように取り組むか、道筋の分かりやすい

イメージを持てていくことが大事」と書かせてもらいました。 

「地域に移行した休日の部活動は学校の教育活動ではない」というのは、ようやく見えてきた

「実現しようとする具体的な姿」と受け止めています。実際のところ、多くの方が、地域の力で

休日の部活動を支援していこうと考えて来ていたのではないでしょうか。目指す姿は共有されて

いたのでしょうか。そのあたりはいかがでしょうか。 

この「地域に移行した休日の部活動は学校の教育活動ではない」ということは、この問題にか

かわる、保護者、地域のスポーツ団体の方、学校などにとって、今後の在り方を考えていく前提

となることです。ここから、例えば、だれが管理するのか、活動をだれがまとめていくのか、事

故等の責任はどうなるのか、練習する場所はどうするのか、等々の疑問から、「実現しようとする

具体的な姿」に向け、皆でこの「段階的な地域移行」にかかわる検討を始めていくことが大事と

思っています。 

Ｒ２～３年度に、休日の部活動の地域移行について研究する「拠点校」が、運動部活動２校、

文化部活動１校、置かれていましたが、その学校の取組の成果は、十分に共有されたのでしょう

か。先行して研究された学校では、成果と共に課題も見えていると思います。 
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質問：本市協議会の立ち上げに向け、3点情報提供をいただきたい  

［諏訪市］当市では、来年度から協議会を立ち上げて検討することとしています。協議会に向けて、

次の点について情報を整理し、ご提供いただけるとありがたいです。 

・国のモデル事業の成果を踏まえ、地域移行後のモデルとして、大都市型、地方都市型、地方小

中規模自治体型、山間地型、自治体連携型など、いくつかの類型を例として示してください。 

・人材確保が大きな課題と予想され、総合型クラブ等に教員が登録し兼職兼業で指導するという

案も示されましたが、兼職となった場合、労働基準法上の総労働時間に抵触しないでしょう

か。また、企業に勤務されている方や公務員の場合はどうですか。有償ボランティアという形

になるのか、法令上の考え方を教えてください。 

・部活動の位置づけは、学校教育のままなのか、社会教育となるのか、移行中、移行後も含め

て、学習指導要領等の上での整理を教えてください。 

［飯伊］小規模自治体を念頭に入れた推進モデルを提示して頂けると助かる。 

 

要望：休日部活動の地域移行について広く周知いただきたい 

［松本市］令和 7年度末に長野県全体で休日部活動の地域移行が完了することについて、県教委でリ

ーフレット等を作成して広く周知していただき、文科省と同様に示していただきたい。 

 

意見：地域移行に向けての課題について 

［小諸市］既に協議されてはいるが、課題として次の３点があると考える。 

・部活動の意義の検証 

・中学校と地域団体との協力体制づくり 

・指導者の育成 

 

要望：教師等の兼職兼業の取扱いについて 

［松本市］部活動地域移行に伴う教職員の兼職兼業の指針を、県教委から示していただきたい。 

［中野市］文科省通知（２初初企第 39号；令和３年２月 17日）を受け、県教委スポーツ課に相談し

た。通知通り、県費教員が部活動指導員を兼ねることは難しいが、地域指導者として報酬を得て

指導に当たることは可能との回答を得た。そこで、県費教員の兼職兼業に係る条例またはガイド

ラインを策定した市町村があれば紹介いただきたい。 

 

質問：平日の部活動を指導する教員が休日も部活動指導を希望する場合について 

［中野市］地域指導者として登録するが、当該校に在職する間（当面）は部活動顧問として休日指導

に当たる。大会への引率規程、地域指導者への報酬が不十分等の理由による。 

・令和８年度以降、休日も部活動として教員が指導する運動部・文化部がある場合、休日の部活

動指導業務に対する特殊勤務手当や対外引率手当の支給は継続される見通しでよいか。 

・中体連の公式大会（地域大会から全国大会まで）へ部活動として出場する場合、原則として教

員又は部活動指導員の引率が必要だが、今後はこの規定が緩やかになるという認識でよいか。 

 

意見：同一職場で地域指導者を引き受ける教員と、そうでない教員が混在するのは望ましくない 

［上田市］地域移行の一つの目的は、教員の働き方改革にある。同一職場の教職員の中に地域で指導

者を引き受ける教員と、そうでない教員が混在するのは望ましくない。個々の教職員の悩みが増
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え、学校・保護者・地域との関係が難しくなることが考えられる。 

 

意見(実情・課題)：指導者が不足、部活動の種類も限定的、移動等保護者負担も重い  

［飯水］小さな町村では、指導者がとにかく見つからずに困っている。また、近隣の市町村と合同で

部活動を実施する流れになっているが、移動も困難で保護者負担が重くのしかかってきている。 

部活動の種類も、指導者が見つかりそうなものに限定されてきている。子どもや学校の願いと

いうより、地域や大人の都合といった現実的な課題になってきてしまっているので子どもたちが

かわいそうである。 

意見：指導者の確保が困難。活動の種類と活動量の精選が不可欠になる 

［中高］都市部を対象にしたモデル校や指定校が設けられているが、過疎地の小規模校では単独での

受け皿団体がない、指導者が確保できないという課題が生じている。これまでの部活動をそのま

ま地域に移行することには無理がある。活動の種類と活動量の精選は不可欠である。    

意見：課題が多く、規模の小さい町村で地域移行ができるのか 

［飯伊］地域における諸課題が明確化されている状況ではない。以下の課題から小さい町村で果たし

て簡単に移行できるのかと思っています。 

・責任の所在はどこが、だれが持つのか。 

・運営経費の確保 

・今後を考えると一自治体だけで行えるのかどうか。 

・指導者の確保と指導者としてふさわしいのかという問題→昨今も指導者に係る問題が報道され

ている。 

・中体連との相互理解をとるため、さらに時間をかけて協議すべきである。(例 大会参加) 

要望：小規模町村の現状をとらえ、発足に備えていただきたい。 

［東筑摩］小さな村での単独の地域移行への対応は厳しい。種目別の指導者はもちろん、場所もなく

組織もできていない現状では、到底部活動の受け皿になれない。 

既に地域移行を進めている町村や大きな市では特に問題もなく対応できているだろうが、小さ

な村ではどう対応したらよいか困っている。県教委及びスポーツ課では、是非そうした県下の困

っている小さな村の現状をとらえていただき、発足に備えていただきたい。脆弱な体制で発足し

た場合、大事な中学生の心身の健全育成が本当に図れるのか疑問である。是非ご一考願いたい。 

要望：地域の受け入れ態勢が十分にない状況。3点要望したい。 

［木曽郡］地域の受け入れ態勢が十分にない状況にあります。移行したとしても、責任の所在や事故

等への対応など様々な課題が出てくるように思う。このため、次の３点を要望したい。 

①４月から一斉スタートではなく、体制の整ったクラブから随時移行する方向も示してほしい。 

  ②地域移行においては、地域クラブや保護者への支援体制を学校側にも構築してほしい。 

③新たに発生する指導者報酬や移動経費等に対する財政支援をお願いしたい。 

要望：輸送手段としてのバス支援などが可能な体制整備等を検討いただきたい 

［木曽郡］郡内は小規模校が多く今後合同部活動がさらに増えることが予想されます。合同部活成立

のための輸送手段としてのバス支援などが可能な体制整備なども検討してほしい。 

 

意見・要望：クラブ指導者を指導・監督する組織の立ち上げに主導的に関わっていただきたい 

［飯伊］中体連の参加緩和について、クラブを認めたことはありがたいが、危険性もある。長野県中

学生期のスポーツ活動指針に基づく指導が確保できるかどうかが心配。クラブ指導者に対して指
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導監督する組織が必要だと考えます。必要性を認識いただくとともに、組織立ち上げを県教委で

主導的にかかわっていただくことはできないでしょうか。 

意見：指導者になるための研修を構築し、体育センター専門主事が出張指導したらどうか 

［飯田市］地域でのスポーツ指導者の育成のために、指導者になるための研修を構築し、指導者資格

を新たに決めて、体育センターの専門主事さんが、各地域に出張研修していただくということは

どうでしょうか。 

 

意見：部活動の地域移行のために費用を保護者から徴収すべきでない 

［上田市］教育費の保護者負担の軽減は、これまで大事に考えて取り組んできた。地域の指導者への

謝金を保護者から集める考えも聞こえてくるが、部活動の地域移行のために費用を保護者から徴

収すべきでないと思う。市町村の財源は厳しく、国が財源を確保して進めるべきだと考える。 

 

要望：部活動指導員任用事業の上限の引き上げと、全県的な人材バンク制度の創設を 

［塩尻市］現在、市教育委員会事務局が中心となり、学校、体育協会、スポーツ少年団などと意見交

換を行っているが、すべての部活動の地域移行が実現するまでには数年を要する見込みであり、

その間、部活動指導員の任用数を増やして対応したいと考えているが、補助上限や人材確保が課

題となっている。 

（現状）部活動指導員任用事業に加え、市単独事業として外部指導者に謝礼をお支払いすることで学

校からの配置希望に可能な限り応えているが、市の予算不足と人材不足により、学校からの配置

希望すべてに応えられていない。 

（要望）県教委には、部活動指導員任用事業の上限の引き上げと、全県的な人材バンク制度の創設を

要望したい。 

要望：指導員手当の財政援助をお願いしたい 

［飯伊］拠点校方式での合同部活を進めたいと考えています。土日が主体となりますが、その指導者  

の日当について財政援助をお願いできないでしょうか。現在部活指導員の補助をいただいていま

す。各部活について 1名を個人登録して援助いただいておりますが、複数人登録をお願いできな

いでしょうか。 

質問：指導者の報酬の金額や支援の見通しについて 

［安曇野市］運動部の休日練習の地域移行に取り組んでいる。安曇野市では、現在、運動部の外部指

導者と部活動指導員が地域スポーツクラブの指導者になっていただくよう依頼しているが、それ

がかなわない時や教員のみで指導している部活動については、新しく指導者を見つけなければな

らない。また、指導者の 1回あたりの報酬はどのぐらいにすることが適当なのか。また、国や県

から市町村にどのぐらいの支援があるのか不透明な段階では、市の予算でどの程度、確保するべ

きなのかの判断が難しい。 

意見：地域移行に向けての補助金について 

［大北］突如、「スポーツ振興事業助成金」の募集が終了となった、「部活動の地域移行」に対し補助

金が無いと、「地域総合型スポーツクラブ」への移行が出来ない。 

質問：複数自治体による連携した取組への支援は、自治体単独への支援と同様か 

［諏訪郡］自治体単位で地域移行を推進すると認識していますが、町村は人的・財政的資源が不足し

ており、複数の自治体が連携して行う状況も考えられます。連携までは自治体間で進めるとして、

その後の県からの支援として、どのような形が可能でしょうか。自治体単独への支援と同様ととら
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えてよろしいでしょうか。 

質問：地域移行に関する費用の県と市町村の負担をどのように考えるのか  

［須坂市］部活指導にかかる人件費、拠点校方式にした場合の輸送費など、地域移行に関する費用負

担については、県と市町村の負担をどのように考えていけばいいのか。 

質問：国、県の財政的な支援の見通しは？ 

［上水内］国、県の財政的な支援の見通しについて、ご教示願いたい。 

 

質問・要望：地域移行に向けた支援としてのコーディネーターの配置について 

［飯伊］部活動の地域移行については、課題が山積みしている。地域移行に向けた支援としてのコー

ディネーターを配置するには予算化が必要だが、早急に対応しないと新年度予算に盛り込めなく

なる。いつまでにどの程度になるのか、早めに示していただけるとありがたい。 

 

質問：合同部活、拠点校化の先行事例・具体的な方法について 

［小諸市］今後の対応として次のことが考えられると思うが、先行事例や具体的な方法について協議

されている自治体があればお聞きしたい。 

・複数中学校での合同部活 

・部活ごとの拠点校化 

 

質問：地域移行した際の中体連の立ち位置や役割を知りたい   

［中高］小学生の地域スポーツや文化活動の中には、週末中心という活動もあったり、大人も一緒に

活動したりしている活動もあるので、部活動の在り方について、地域移行した際の中体連の立ち

位置や役割を知りたい。 

 

要望：地域移行の考え方を競技団体等関係団体と共有してもらいたい 

［須坂市］小学校柔道大会で全国大会がなくなった。勝利至上主義からの脱却を図るために、それぞ

れの競技主体にも地域移行の考え方を共有してもらいたい。文化部についても、例えば吹奏楽連

盟や合唱連盟、ＮＨＫ、民放などコンクール関係主催団体への働きかけは行われているのか。 

 

質問・要望：地域文化活動の運営団体の設立について 

［安曇野市］地域文化活動の運営団体・実施主体を「０」の状態から、どのように設立していけばよ

いのか困惑している。また、運営団体を設立しなくても地域移行に向けて動いているような事例

があれば紹介して欲しい。なお、運営団体を立ち上げるためには、コーディネーター役の人材が

必要であるが、現時点では余力がない。県からのコーディネーター又はアドバイザーの派遣を検

討願いたい。 

 

意見：地域の文化団体との連携によって生まれる可能性について 

［須坂市］各地域には、それぞれ独自の文化団体があり、幼児や小学生から舞踊・ダンス・バレエ・

楽器等を習っている子どもも多い。これまでは中学に入ると、別な部活に入るために、それらを

やめざるを得ない実態があった。これからは、茶道・華道・美術等も含めて、地域と連携するこ

とによって部活として続けることも可能になるのではないだろうか。
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